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告

示

山
口
県
告
示
第
六
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
三
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

大
正
通
り
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
市
小
郡
明
治
二
丁
目
一
番
五
号

令
和
五
、

一
二
、
三
一

さ
く
ら
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

周
南
市
毛
利
町
三
丁
目
三
二
番

〃

〃

〃

山
﨑
歯
科
医
院

宇
部
市
大
字
船
木
九
七
九

〃

〃

〃

田
中
歯
科
医
院

長
門
市
東
深
川
九
〇
六
の
一

令
和
六
、

一
、

三

山
口
県
告
示
第
六
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
三
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

大
正
通
り
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
市
小
郡
明
治
二
丁
目
一
番
五
号

令
和
六
、

一
、

一

さ
く
ら
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

周
南
市
毛
利
町
三
丁
目
三
二
番

〃

〃

〃

山
﨑
歯
科
医
院

宇
部
市
大
字
船
木
九
七
九

〃

〃

〃

田
中
歯
科
医
院

長
門
市
東
深
川
九
〇
六
の
一

〃

〃

四

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

Ａ
Ｓ
Ｃ
Ａ
山
口
医

療
保
険
福
祉
合
同

会
社

山
口
市
小
郡
明
治

二
丁
目
九
番
一
三

号

あ
て
く
ろ
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

山
口
市
小
郡
明
治

二
丁
目
九
番
一
三

号

令
和
六
、二
、

一

合
同
会
社
が
く

山
陽
小
野
田
市
大

字
有
帆
二
五
八
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
結
希

山
陽
小
野
田
市
大

字
有
帆
二
五
八
一

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
六
十
六
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
計
量
法
施
行
令
（
平

成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と

お
り
実
施
す
る
。

一
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令
和
六
年
三
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域

山
陽
小
野
田
市

二

検
査
の
期
日
、
場
所
等

期

日

時

間

場

所

令
和
六
、

四
、
一
五

午
前
一
〇
時
か
ら
正
午
ま
で

山
陽
小
野
田
市
赤
崎
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
三
〇

分
ま
で

山
陽
小
野
田
市
民
館

〃

〃

一
六

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

山
陽
小
野
田
市
厚
陽
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
三
〇

分
ま
で

山
陽
小
野
田
市
須
恵
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

〃

一
七

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

山
陽
小
野
田
市
埴
生
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

山
陽
小
野
田
市
厚
狭
地
区
複
合
施
設

〃

〃

一
八

午
前
一
〇
時
か
ら
正
午
ま
で
及

び
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま

で

山
陽
小
野
田
市
高
千
帆
地
域
交
流
セ

ン
タ
ー

令
和
六
年
四
月
十
九
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
八
日
ま
で
は
、
山
口
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
実
施

す
る
。

三

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期
検
査
の
期
間

令
和
六
年
十
月
四
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
日
ま
で

四

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称

一
般
社
団
法
人
山
口
県
計
量
協
会

一

区
域

山
口
市

二

検
査
の
期
日
、
場
所
等

期

日

時

間

場

所

令
和
六
、

五
、

九

午
前
一
〇
時
か
ら
正
午
ま
で

山
口
市
吉
敷
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
ま
で

山
口
市
仁
保
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
〇

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時

三
〇
分
ま
で

山
口
市
平
川
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
〇

分
ま
で

山
口
市
大
歳
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
三
時
三
〇
分
か
ら
午
後
四

時
ま
で

山
口
市
鋳
銭
司
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
三

午
前
十
時
か
ら
午
前
一
一
時
三

〇
分
ま
で

山
口
市
嘉
川
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

山
口
市
二
島
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
二
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
三
〇
分
ま
で

山
口
市
陶
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
四

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら
正
午
ま

で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
三

時
三
〇
分
ま
で

山
口
市
小
郡
総
合
支
所

〃

〃

一
五

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら
午
前
一

〇
時
三
〇
分
ま
で

山
口
市
小
ḉ
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で

山
口
市
宮
野
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
三
〇

分
ま
で

山
口
市
大
内
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
六

午
前
一
〇
時
か
ら
正
午
ま
で
及

び
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま

で

山
口
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
七

〃

山
口
市
阿
知
須
総
合
支
所

〃

〃

二
〇

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時

三
〇
分
ま
で

山
口
市
大
海
総
合
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

山
口
市
秋
穂
総
合
支
所

〃

〃

二
一

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
〇
時

三
〇
分
ま
で

山
口
市
徳
地
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
八

坂
分
館

〃

〃

〃

午
前
一
一
時
三
〇
分
か
ら
正
午

ま
で

山
口
市
徳
地
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
島

地
分
館

〃

〃

〃

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
ま
で

山
口
市
徳
地
総
合
支
所

〃

〃

二
二

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

山
口
市
阿
東
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
篠

生
分
館

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

山
口
市
阿
東
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
地

福
分
館

〃

〃

二
三

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
正
午

ま
で

山
口
市
阿
東
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
生

雲
分
館

〃

〃

〃

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
ま
で

山
口
市
阿
東
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

二
四

午
前
一
〇
時
か
ら
正
午
ま
で
及

び
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま

で

山
口
市
福
祉
セ
ン
タ
ー

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
山
口
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
実

施
す
る
。

二
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三

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期
検
査
の
期
間

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
二
日
ま
で

四

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称

一
般
社
団
法
人
山
口
県
計
量
協
会

一

区
域

萩
市

二

検
査
の
期
日
、
場
所
等

期

日

時

間

場

所

令
和
六
、

六
、

六

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後

三
時
ま
で

萩
市
民
館

〃

〃

七

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

萩
市
旭
活
性
化
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

萩
市
大
字
椿
東
六
四
四
六
の
五

山
口
県
漁
業
協
同
組
合
は
ぎ
支
店

〃

〃

一
〇

午
前
一
一
時
四
〇
分
か
ら
午
後

〇
時
四
〇
分
ま
で

萩
市
大
島
出
張
所

〃

〃

一
一

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時

ま
で

萩
市
三
見
出
張
所

〃

〃

〃

午
後
二
時
二
〇
分
か
ら
午
後
三

時
二
〇
分
ま
で

萩
市
相
島
文
化
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
二

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

萩
市
大
井
公
民
館

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
〇

分
ま
で

萩
市
田
万
川
総
合
事
務
所

〃

〃

一
三

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
正
午

ま
で

萩
市
民
館

〃

〃

〃

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
二

時
三
〇
分
ま
で

萩
市
大
字
山
田
五
一
五
三

山
口
県
漁
業
協
同
組
合
玉
江
浦
支
店

〃

〃

一
四

午
前
一
一
時
か
ら
午
後
〇
時
三

〇
分
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら

午
後
一
時
三
〇
分
ま
で

萩
市
見
島
ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
七

午
前
一
一
時
か
ら
午
前
一
一
時

三
〇
分
ま
で

萩
市
福
栄
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
〇

分
ま
で

萩
市
川
上
総
合
事
務
所

〃

〃

一
八

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

萩
市
高
俣
支
所

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
〇

分
ま
で

萩
市
小
川
支
所

〃

〃

一
九

午
前
一
一
時
か
ら
午
前
一
一
時

三
〇
分
ま
で

萩
市
弥
富
支
所

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
〇

分
ま
で

萩
市
む
つ
み
総
合
事
務
所

〃

〃

二
〇

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時

ま
で

萩
市
旭
総
合
事
務
所

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
〇

分
ま
で

萩
市
須
佐
総
合
事
務
所

〃

〃

二
四

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

萩
市
福
栄
農
業
担
い
手
育
成
セ
ン

タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

萩
市
民
館

令
和
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
ま
で
は
、
山
口
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
実
施

す
る
。

三

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期
検
査
の
期
間

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

四

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称

一
般
社
団
法
人
山
口
県
計
量
協
会

一

区
域

美
祢
市

二

検
査
の
期
日
、
場
所
等

期

日

時

間

場

所

令
和
六
、

七
、

五

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時

ま
で

美
祢
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
前
一
一
時
三
〇
分
か
ら
正
午

ま
で

美
祢
市
豊
田
前
公
民
館

〃

〃

〃

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
ま
で

美
祢
市
厚
保
公
民
館

〃

〃

八

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時

ま
で

美
祢
市
秋
吉
公
民
館

〃

〃

〃

午
前
一
一
時
三
〇
分
か
ら
正
午

ま
で

美
祢
市
於
福
公
民
館

〃

〃

〃

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
ま
で

美
祢
市
嘉
万
公
民
館

〃

〃

九

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら
午
前
一

〇
時
ま
で

真
長
田
定
住
セ
ン
タ
ー

二
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〃

〃

〃

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

美
祢
市
美
東
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

美
祢
市
民
会
館

令
和
六
年
七
月
十
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
は
、
山
口
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
実
施
す

る
。

三

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期
検
査
の
期
間

令
和
六
年
九
月
二
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

四

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称

一
般
社
団
法
人
山
口
県
計
量
協
会

一

区
域

長
門
市

二

検
査
の
期
日
、
場
所
等

期

日

時

間

場

所

令
和
六
、

七
、
一
六

午
前
一
一
時
か
ら
午
前
一
一
時

三
〇
分
ま
で

宇
津
賀
集
落
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
一
時
三
〇

分
ま
で

長
門
市
向
津
具
公
民
館

〃

〃

〃

午
後
二
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
ま
で

長
門
市
日
置
上
二
六
五
五
の
七

山
口
県
漁
業
協
同
組
合
黄
波
戸
支
店

〃

〃

一
七

午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で

長
門
市
油
谷
蔵
小
田
二
七
五
九
の
五

五山
口
県
漁
業
協
同
組
合
掛
淵
支
店

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

長
門
市
役
所
日
置
支
所

〃

〃

一
八

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

長
門
市
俵
山
公
民
館

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

長
門
市
仙
崎
公
民
館

〃

〃

一
九

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

長
門
市
役
所
油
谷
支
所

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
〇

分
ま
で

長
門
市
役
所
三
隅
支
所

〃

〃

二
二

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
ま
で

長
門
市
宗
頭
文
化
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

長
門
市
通
公
民
館

〃

〃

二
三

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後

三
時
ま
で

長
門
市
中
央
公
民
館

令
和
六
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
は
、
山
口
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
実
施

す
る
。

三

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期
検
査
の
期
間

令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
十
九
日
ま
で

四

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称

一
般
社
団
法
人
山
口
県
計
量
協
会

一

区
域

阿
武
郡

二

検
査
の
期
日
、
場
所
等

期

日

時

間

場

所

令
和
六
、

八
、

八

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
〇
時

五
〇
分
ま
で

阿
武
町
役
場
福
賀
支
所

〃

〃

〃

午
前
一
一
時
三
〇
分
か
ら
正
午

ま
で

阿
武
町
役
場
宇
田
郷
支
所

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

阿
武
町
役
場

令
和
六
年
八
月
九
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
山
口
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
実
施
す

る
。

三

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期
検
査
の
期
間

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

四

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称

一
般
社
団
法
人
山
口
県
計
量
協
会

一

区
域

宇
部
市

二

検
査
の
期
日
、
場
所
等

期

日

時

間

場

所

令
和
六
、

九
、

六

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時

三
〇
分
ま
で

宇
部
市
新
川
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

宇
部
市
隣
保
館
上
宇
部
会
館

〃

〃

九

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時

三
〇
分
ま
で

宇
部
市
恩
田
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

宇
部
市
東
岐
波
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
〇

午
前
一
〇
時
か
ら
正
午
ま
で
及

び
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま

で

宇
部
市
西
岐
波
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
一

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら
午
前
一

一
時
三
〇
分
ま
で

宇
部
市
中
央
卸
売
市
場

四
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〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
〇

分
ま
で

宇
部
市
藤
山
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
二

午
前
九
時
か
ら
午
前
一
一
時
三

〇
分
ま
で

宇
部
市
地
方
卸
売
市
場

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
〇

分
ま
で

宇
部
市
鵜
の
島
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
三

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
〇
時

三
〇
分
ま
で

宇
部
市
小
野
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で

宇
部
市
二
俣
瀬
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
二

時
三
〇
分
ま
で

宇
部
市
厚
東
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
七

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
〇
時

三
〇
分
ま
で

宇
部
市
原
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で
及

び
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま

で

宇
部
市
隣
保
館
厚
南
会
館

〃

〃

一
八

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時

三
〇
分
ま
で

宇
部
市
琴
芝
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

宇
部
市
岬
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
九

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
〇
時

三
〇
分
ま
で

宇
部
市
吉
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で

宇
部
市
万
倉
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
ま
で

宇
部
市
北
部
総
合
支
所

〃

〃

二
〇

午
前
一
〇
時
か
ら
正
午
ま
で
及

び
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま

で

宇
部
市
神
原
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

令
和
六
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で
は
、
山
口
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て

実
施
す
る
。

三

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期
検
査
の
期
間

令
和
六
年
十
月
四
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
日
ま
で

四

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称

一
般
社
団
法
人
山
口
県
計
量
協
会

山
口
県
告
示
第
六
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
六
年
三
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

土
地
改
良
区
の
名
称

認
可
年
月
日

田
布
施
土
地
改
良
区

令
和
六
、
二
、
二
六

公

告

（
三
四
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
六
年
三
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

田
布
施
土
地
改
良
区

理

事

小
野

秋
生

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
大
波
野
九
九
〇

〃

〃

岡
入

眞
澄

〃

〃

〃

一
〇
二
二

の
一

〃

〃

石
原

義
一

〃

〃

大
字
上
田
布
施
二
四
六

一
の
二

〃

〃

河
村

良
平

〃

〃

大
字
大
波
野
二
一
八
一

の
三

〃

〃

木
本

睦
博

〃

〃

大
字
波
野
一
四
六
〇

〃

〃

松
根

宏
次

〃

〃

〃

九
五
〇

〃

〃

田
熊

和
夫

〃

〃

大
字
宿
井
八
八
六

〃

〃

角
谷

宏
子

〃

〃

〃

一
四
八
〇
の

一

〃

〃

藤
永

真
一

〃

〃

〃

六
二
二

〃

〃

福
本

晴
美

〃

〃

大
字
川
西
一
一
四
九
の

一

〃

〃

平
井

秀
明

〃

〃

〃

一
八
一
三

〃

〃

山
城

啓
一

〃

〃

〃

一
一
六
の
一

〃

〃

谷

光
央

〃

〃

大
字
下
田
布
施
一
五
〇

九

四
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〃

〃

落
合

祥
二

〃

〃

大
字
上
田
布
施
一
三
一

の
一
一

〃

〃

重
森

陽

〃

〃

大
字
麻
郷
一
八
八
二

〃

〃

玉
木

成
美

〃

〃

大
字
宿
井
一
二
一
一

〃

〃

南

一
成

〃

〃

大
字
下
田
布
施
二
八
五

一

〃

〃

井
原

和
馬

〃

〃

大
字
麻
郷
七
九
七

〃

〃

木
下

嗣
生

〃

〃

大
字
別
府
二
四
六

〃

監

事

國
近

卓
己

〃

〃

大
字
川
西
三
五
八
の
三

〃

〃

角
田

稔

〃

〃

大
字
宿
井
二
三
五
五
の

一

〃

〃

清
神

清

〃

〃

大
字
下
田
布
施
二
三
二

五

〃

〃

髙
下

幸
徳

〃

〃

大
字
麻
郷
一
二
四
二
の

一

二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

田
布
施
土
地
改
良
区

理

事

小
野

秋
生

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
大
波
野
九
九
〇

〃

〃

上
殿
紀
代
子

〃

〃

〃

三
九
七
の

一

〃

〃

山
本

健
司

〃

〃

〃

一
二
七
四

の
五

〃

〃

岡
入

眞
澄

〃

〃

〃

一
〇
二
二

の
一

〃

〃

長
信

正
治

〃

〃

大
字
川
西
五
〇
八

〃

〃

石
原

義
一

〃

〃

大
字
上
田
布
施
二
四
六

一
の
二

〃

〃

末
廣

悟

〃

〃

大
字
大
波
野
二
三
八
三

〃

〃

河
村

良
平

〃

〃

〃

二
一
八
一

の
三

〃

〃

木
本

睦
博

〃

〃

大
字
波
野
一
四
六
〇

〃

〃

松
根

宏
次

〃

〃

〃

九
五
〇

〃

〃

田
熊

和
夫

〃

〃

大
字
宿
井
八
八
六

〃

〃

林

勝

〃

〃

〃

一
四
四
二

〃

〃

藤
永

真
一

〃

〃

〃

六
二
二

〃

〃

福
本

晴
美

〃

〃

大
字
川
西
一
一
四
九
の

一

〃

〃

野
坂

功

〃

〃

大
字
宿
井
二
三
五
八

〃

〃

平
井

秀
明

〃

〃

大
字
川
西
一
八
一
三

〃

〃

山
城

啓
一

〃

〃

〃

一
一
六
の
一

〃

〃

谷

光
央

〃

〃

大
字
下
田
布
施
一
五
〇

九

〃

〃

落
合

祥
二

〃

〃

大
字
上
田
布
施
一
三
一

の
一
一

〃

〃

重
森

陽

〃

〃

大
字
麻
郷
一
八
八
二

〃

〃

玉
木

成
美

〃

〃

大
字
宿
井
一
二
一
一

〃

〃

南

一
成

〃

〃

大
字
下
田
布
施
二
八
五

一

〃

〃

清
神

清

〃

〃

〃

二
三
二

五

〃

〃

福
本

卓
雄

〃

〃

〃

一
九
三

四
の
二

〃

〃

中
村

俊
彦

〃

〃

〃

八
三
の

三

〃

〃

井
原

和
馬

〃

〃

大
字
麻
郷
七
九
七

〃

〃

木
下

嗣
生

〃

〃

大
字
別
府
二
四
六

〃

監

事

山
田

真

〃

〃

大
字
上
田
布
施
二
四
二

八

〃

〃

岡
本

幾
秀

〃

〃

大
字
麻
郷
奥
二
二
四
の

一

〃

〃

内
山

輝
勇

〃

〃

大
字
下
田
布
施
二
三
九

二
の
一

〃

〃

藤
本

毅

〃

〃

〃

三
三
九

〇

（
三
五
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

令
和
六
年
三
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
業
の
名
称

県
営
洗
川
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

二

工
事
完
了
の
時
期

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日
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（
三
六
）
県
営
沖
部
下
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

沖
部
下
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
六
年
三
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
沖
部
下
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
三
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
三
七
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
生
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。

令
和
六
年
三
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
尾
国

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
地
形
測
量
）

二

作
業
の
地
域

萩
市
大
字
下
田
万

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

公
安
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
六
年
三
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

生
体
認
証
用
機
器

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
一
月
十
七
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

Ｆ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
三
番
地

六

落
札
金
額

一
億
九
千
二
百
七
十
九
万
九
千
二
百
円

七

入
札
公
告
日

令
和
五
年
十
一
月
七
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

借
入
れ

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格
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一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

サ
ー
バ

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
一
月
十
七
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

Ｆ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
三
番
地

六

落
札
金
額

一
億
三
千
六
百
二
万
六
千
円

七

入
札
公
告
日

令
和
五
年
十
一
月
七
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

借
入
れ

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格雑

報

公
文
書
の
開
示
の
状
況
の
公
表

山
口
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
九
年
山
口
県
条
例
第
十
八
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

四
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
開
示
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

令
和
六
年
三
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

⚑
公
文
書
の
開
示
の
請
求
又
は
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

公
文
書
の
開
示
の
請
求
又
は
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

⑴
開
示
の
請
求
又
は
申
出
の
件
数
等

（
単
位
件
）

開
示
の
請
求
又
は
申

出
の
件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

4,673

（
66)

2,324

（
30)

1,498

（
33)

199
（
2)

158

494
（
1)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑵
実
施
機
関
別
の
内
訳

（
単
位
件
）

実
施
機
関
の
区
分

開
示
の
請

求
又
は
申

出
の
件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

総
務

部

811
（
8)

98

364
（
5)

178
（
2)

57

114
（
2)

総
合
企
画
部

129

56

59

5

1

8

知
産
業
戦
略
部

1

0

0

0

0

1

環
境
生
活
部

247
（
3)

208
（
1)

13
（
2)

0

1

25

健
康
福
祉
部

285

（
38)

89

（
16)

162

（
22)

1

13

20

商
工
労
働
部

31

22

5

0

1

3

観
光
ス
ポ
ー
ツ
文

化
部

9

3

4

0

0

2

農
林
水
産
部

239
（
3)

120
（
3)

87

2

12

18

事
土
木
建
築
部

1,437

（
12)

1,114
（
8)

142
（
4)

2

43

136

会
計
管
理
局

82

64

14

0

0

4

計

3,271

（
64)

1,774

（
28)

850

（
33)

188
（
2)

128

331
（
1)

議
会

21

9

6

0

0

6

教
育
委
員
会

410
（
1)

319
（
1)

62

1

2

26

選
挙
管
理
委
員
会

195
（
1)

67
（
1)

104

0

0

24

人
事
委
員
会

10

5

2

1

0

2

監
査

委
員

8

4

2

0

0

2

公
安
委
員
会

0

0

0

0

0

0

警
察
本
部
長

711

123

460

8

27

93

労
働
委
員
会

2

0

0

0

0

2
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収
用
委
員
会

0

0

0

0

0

0

日
本
海
海
区
漁
業
調
整

委
員
会

0

0

0

0

0

0

瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調

整
委
員
会

0

0

0

0

0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員

会

0

0

0

0

0

0

公
営
企
業
管
理
者

41

22

11

0

1

7

地
方
独
立
行
政
法
人

4

1

1

1

0

1

合
計

4,673

（
66)

2,324

（
30)

1,498

（
33)

199
（
2)

158

494
（
1)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑶
開
示
を
し
な
い
理
由
の
内
訳

（
単
位
件
）

開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分

部
分
開
示

非
開
示

合
計

法
令

秘
等

情
報
（
第
１
号
)

1
（
1)

173

174
（
1)

個
人

情
報
（
第
２
号
)

1,068

（
18)

18
（
2)

1,086

（
20)

法
人

等
情

報
（
第
３
号
)

884

（
22)

4

888

（
22)

犯
罪

捜
査

等
情

報
（
第
４
号
)

112

5

117

意
思

形
成

過
程

情
報
（
第
５
号
)

52
（
1)

1

53
（
1)

行
政

運
営

情
報
（
第
６
号
)

214
（
7)

11
（
2)

225
（
9)

協
力
・
信
頼
関
係
情
報
（
第
７
号
)

42
（
4)

6

48
（
4)

合
議

制
機

関
等

情
報
（
第
８
号
)

2

0

2

合
計

2,375

（
53)

218
（
4)

2,593

（
57)

備
考１
「
開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分
」
欄
の
（
）
内
は
、
山
口
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
令
和
４
年
山
口
県
条
例
第
42号

）
に
よ
る
改
正
前
の
山
口
県
情
報
公
開
条
例
第
11条

の
号
名
で
あ
る
。

２
「
部
分
開
示
」
欄
、
「
非
開
示
」
欄
及
び
「
合
計
」
欄
の
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た

も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

３
事
案
に
よ
り
複
数
の
開
示
を
し
な
い
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
合
計
件
数
は
、
⑴
の
表
の
部

分
開
示
の
件
数
と
非
開
示
の
件
数
と
の
合
計
件
数
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。

⚒
不
服
申
立
て
又
は
不
服
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

不
服
申
立
て
又
は
不
服
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
（
単
位
件
）

不
服
申
立
て
又

は
不
服
の
申
出

の
件
数

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
若
し
く
は
裁
決
又

は
不
服
の
申
出
に
対
す
る
回
答

取
下
げ
審
査
中

認
容

一
部
認
容

棄
却
却

下

7

（
26)

0
（
0)

0
（
2)

0
（
5)

0
（
0)

0
（
0)

7

（
19)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
審
査
中
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。
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令
和
六
年
三
月
五
日
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刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
三
月
五
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


